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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月26日(2020.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音量の調整が可能な調整手段を備えた遊技機であって、
　遊技者が認識可能に前記遊技機を振動させることが可能であり、
　前記遊技機における演出の設定をすることが可能な演出設定手段をさらに備え、
　前記調整手段は、
　　遊技の演出に関する音の音量の段階を、無音に対応する所定段階に調整することが可
能であり、
　　遊技者が操作不能となる位置に設けられ、遊技の演出に関する音の音量の段階を、前
記所定段階に調整することが可能である内部調整手段と、
　　遊技者が操作可能となる位置に設けられ、遊技の演出に関する音の音量の段階を調整
することは可能であるが、前記所定段階に調整することが不能である外部調整手段とを含
み、
　音量の段階が前記所定段階に調整されているときは、前記遊技機を振動させることを禁
止し、
　前記演出設定手段は、
　　前記演出の設定として、音の制御に関連する設定をすることが可能であり、
　　音量の段階が前記所定段階に調整されているときは、遊技の演出に関する音の制御に
関連する設定を不能な状態とし、
　異常が生じたときに出力されるエラー報知音は、音量の段階が前記所定段階に調整され
ていても、特定の音量で出力される、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　（Ａ）　音量の調整が可能な調整手段を備えた遊技機であって、
　遊技者が認識可能に前記遊技機を振動させることが可能であり、
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　前記遊技機における演出の設定をすることが可能な演出設定手段をさらに備え、
　前記調整手段は、
　　遊技の演出に関する音の音量の段階を、無音に対応する所定段階に調整することが可
能であり、
　　遊技者が操作不能となる位置に設けられ、遊技の演出に関する音の音量の段階を、前
記所定段階に調整することが可能である内部調整手段と、
　　遊技者が操作可能となる位置に設けられ、遊技の演出に関する音の音量の段階を調整
することは可能であるが、前記所定段階に調整することが不能である外部調整手段とを含
み、
　音量の段階が前記所定段階に調整されているときは、前記遊技機を振動させることを禁
止し、
　前記演出設定手段は、
　　前記演出の設定として、音の制御に関連する設定をすることが可能であり、
　　音量の段階が前記所定段階に調整されているときは、遊技の演出に関する音の制御に
関連する設定を不能な状態とし、
　異常が生じたときに出力されるエラー報知音は、音量の段階が前記所定段階に調整され
ていても、特定の音量で出力される。
　（１）　音量の調整が可能な調整手段（たとえば、遊技者が操作可能な遊技機の外部の
音量調整ボタン８４、遊技機の内部の演出制御基板８０の音量設定スイッチ８３）を備え
た遊技機（たとえば、パチンコ遊技機１、スロットマシン）であって、
　遊技の演出として遊技者が認識可能に当該遊技機を振動させることが可能であり（たと
えば、バイブレータ用モータ１２６で振動させる）、
　前記調整手段は、少なくとも遊技の演出に関する音の音量の段階を、無音に対応する所
定段階（たとえば、音量０）に調整することが可能であり（たとえば、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００、図２０のステップＳ９１３，ステップＳ９１４）、
　前記調整手段によって音量の段階が前記所定段階に調整されているときは、当該遊技機
を振動させることを禁止する（たとえば、演出制御用マイクロコンピュータ１００、図２
０のステップＳ９１６）。
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